
 
 

「群馬県受診・相談コールセンター」の設置されました 
 これから迎える季節性インフルエンザ流行期には、例年、多数の発熱患者が発生しています。特に今

冬は、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の区別が困難な状況になることが想定され

ています。このような事態に対応するため、県では、11月 1日から、24時間体制の電話相談窓口「群

馬県受診・相談コールセンター」が設置されました。発熱等の症状がある場合、かかりつけ医がいる方

はかかりつけ医へ相談となりますが、かかりつけ医がいない方、又は、どこに受診したらよいか分から

ない等のご相談は、「群馬県受診・相談コールセンター」までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この群馬県受診・相談コールセンターの設置に伴い、従前の「新型コロナウイルス感染症コールセンタ

ー」「帰国者・接触者相談センター」は 10 月 31 日を以って廃止されましたのでご注意ください。 

 

 

令和 2年 11月１０日 

渋川青翠高等学校 保健室 

木々が美しく色づく季節となりました。紅葉は、最低気温が５～８℃まで急に下がると早く進

むと言われています。冬に近づいている証拠です。しっかり体調を整え、冬本番に備えましょう。 

 また、１が２つ並ぶ１１月は「いい〇〇の日」という記念日が沢山あります。体や健康にまつわ

るものが多いので、是非、意識して生活しましょう。 
 

１１月 ８日 いい歯の日    

１１月 ９日 換気（いい空気）の日 

１１月１０日 いいトイレの日  

１１月１２日 いい皮膚の日 

 

    １２／１５（火）に予定されていた令和２年度集団献血事業については、新型コロナ 

ウイルス感染症対策のため、中止となりましたのでご了承ください。 
お知らせ 



「インフルエンザにおける療養報告書」について 
県 10月 15日付文書「インフルエンザに係る治癒証明書の提出について」で連絡をしたとおり、イン

フルエンザに罹患し、出席停止となった児童生徒が登校再開する際には、新型コロナウイルス感染症対

策のため、保護者記入の「インフルエンザにおける療養報告書」に変更となりました。療養報告書は、発

症から５日以上経過したインフルエンザのみ対応し、流行性耳下腺炎や咽頭結膜熱、流行性角結膜炎等の

学校感染症や、医師の指示により、発症から 5日を経過せずに登校が可能になったインフルエンザについ

ては、従来の「治癒証明書」が必要となりますのでご注意ください。 
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